
公募の公示 
 

 国立病院機構岡山医療センターにおける給食業務委託一式について、業者選定のため業務等提
案書を公募することとしますので、希望する者は次のとおり提出願います。 

 

令和 8 年 7 月 6 日 

 

独立行政法人国立病院機構 

岡山医療センター 院 長 柴山 卓夫 

 

１. 調達内容 

業 務 名   給食業務委託 

委託業務の仕様等   入札説明書及び仕様書による 

契 約 期 間   令和 9 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日 

履 行 場 所   独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 

 

２. 競争参加資格 

（１） 国立病院機構契約事務取扱細則第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。なお、期間等に

ついては独立行政法人国立病院機構の理事長から発出した契約指名停止等措置要領に基づく指名停

止期間等を適用する。 

（２） 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供」のＡ、ＢまたはＣの等級に格付けされ中 

国地域の競争参加資格を有する者。なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請 

を行う必要がある。 

（３） 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から見積書開封の時までの期間に 

独立行政法人国立病院機構の理事長又は経理責任者から契約指名停止等措置要領に基づく指名停止 

を受けていないこと。 

（４） 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の 

申立てをした者でないこと。 

（５） 財団法人医療関連サービスマーク振興会による患者等給食に関する医療関連サービスマークの認定を

受けていること。若しくは、医療法施行規則第９条の１０号に掲げる基準に適合している者であるこ

と。 

（６） その他入札説明書に記載された条件に適合する者。 

 

３. 提案書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

〒７０１－１１９２ 

岡山県岡山市北区田益１７１１－１ 

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 事務部企画課 契約係長 樽本 

電話０８６－２９４－９９１１ 

入札説明書は電子メールにて交付。希望者は契約係長に電話すること。 

 

４. 入札説明書交付期間 

令和 8 年 7 月 6 日から令和 8 年 8 月 27 日 

 

５. 提案書等の受領期限 

令和 8 年 8 月 28 日  12 時 00 分 

 

６. 見積書の受領期限 

    令和 8 年 8 月 28 日  12 時 00 分 

 

７. プレゼンテーションの日時 

    令和 8 年 9 月 4 日 10 時 00 分～ ※参加業者へは別途連絡いたします。 

 



８. 見積書開封の日時及び場所 

令和 8 年 9 月 16 日  10 時 00 分  岡山医療センター 本館 4 階 研修室 2 

 

９. 交渉権者及び契約価格の決定 

（１） 入札説明書に従い書類及び資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争入札に必要な資

格等を満たし、当該入札者の入札価格が契約事務取扱細則第２１条の規程に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内であり、かつ当該入札者の提案書について経理責任者が定める評価基準項目に基

づき、経理責任者が特に指名する選定評価者による総合評価を行い、各加点項目の得点と当該入札者

の入札価格より算出した得点の合計が最も高い者をもって契約価格の決定を行い、交渉権者を決定す

る。 

（２） 上記（１）の算出で得た数値の最も高い者が二人以上ある時は、最も低い入札価格の内訳を提示し

た入札者を第一交渉権者とする。 

（３） 上記（１）の算出で得た数値の最も高い者が二人以上あり、かつ上記（１）の入札価格の内訳につ

いて、最も低い入札価格を提示した者が二人以上である時は、当該入札者にくじを引かせて第一交渉

権者を決定する。この場合においては、当該入札者またはその代理人が直接くじを引くことができな

いときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き第一交渉権者を決定するもの

とする。 

（４） 第一交渉権者が、当該見積価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると

き、又は、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあるときは、次順位の交渉権者を

第一交渉権者とする。 

（５） 交渉権者が決定したときは、直ちにその者と交渉を行い、契約価格を決定する。ただし、その交渉

が不調となった場合、又は、交渉開始から１０日以内に契約締結に至らなかった場合は、交渉順位に

従い他の交渉権者と交渉を行う場合がある。 

１０. その他 

（１） 入札保証金及び契約保証金  免除 

（２） 契約書作成の要否      要 


